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行
事
予
定 

◎
施
食
会
法
要
お
よ
び
総
会
　
　 

　
お
施
食
供
養
と
は
、
各
家
の
ご
先
祖

様
を
始
め
、
三
界
の
万
霊
に
供
養
し
、

そ
の
功
徳
を
す
べ
て
に
巡
ら
す
年
に
一

度
の
大
切
な
法
要
で
す
。 

　
左
記
の
と
お
り
執
り
行
い
ま
す
。 

　
期
日
　
七
月
二
十
日
（
火
）
　 

　
時
間
　
十
時
〜
山
門
施
食
法
要 

　
　
　
　
　
　
　
特
別
施
食
法
要 

　
法
要
後
　
総
会 

※
特
別
供
養
に
つ
い
て 

　
先
祖
代
々
の
供
養
や
年
回
供
養
な
ど 

を
、
特
別
に
塔
婆
を
上
げ
て
な
さ
り
た

い
場
合
に
は
、
特
別
供
養
と
し
て
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
塔
婆
と
真
幡
を
お

供
え
し
、
供
養
し
ま
す
。
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
七
月
一
日
ま
で
に
別
添
の
葉 

書
に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 

　
特
別
供
養
料
　 

　
　
一
霊 

　
壱
万
円
（
塔
婆
代
含
） 

※
コ
ロ
ナ
が
完
全
に
収
束
し
た
と
は
言

え
ま
せ
ん
が
、
本
年
の
施
食
会
法
要

は
、
皆
さ
ん
へ
の
お
茶
の
接
待
は
省
略

し
、
そ
の
他
は
通
常
通
り
行
い
ま
す
。 

　
不
参
加
の
場
合
は
、
供
養
料
及
び
供

物
料
は
前
日
ま
で
に
お
寺
に
お
持
ち
く

だ
さ
い
。 

※
お
手
伝
い
い
た
だ
く
お
寺
様
に
つ
い

て
、
本
年
も
ご
住
職
一
人
で
法
要
を
お

勤
め
に
な
り
た
い
お
寺
様
も
あ
り
、
そ

の
兼
ね
合
い
か
ら
当
山
に
つ
い
て
は
、

住
職
含
め
て
五
名
の
お
坊
様
で
の
法
要

と
な
る
予
定
で
す
。 

◎
今
後
の
行
持
予
定 

お
盆
の
棚
経 

八
月
十
三
日
（
金
）
町
外
各
家 

八
月
十
四
日
（
土
）
町
内
新
盆
各
家 

八
月
十
五
日
（
日
）
愛
知
県
下
各
家 

※
予
定
時
間
は
七
月
中
旬
頃
に
ハ
ガ
キ

に
て
ご
案
内
し
ま
す
。 

秋
の
彼
岸
経 

九
月
二
十
日
（
月
）
　
五
明
・
南 

九
月
二
十
一
日
（
火
）
　
杉
の
沢 

九
月
二
十
二
日
（
水
）
　
福
原
尾 

九
月
二
十
四
日
（
金
）
　
沢
尻 

※
周
り
順
は
例
年
ど
お
り
で
す
。
時
間

が
不
明
の
場
合
は
地
区
の
役
員
さ
ん
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

※
八
月
九
月
と
も
に
、
余
程
の
状
況
の

悪
化
が
な
い
限
り
、
例
年
通
り
お
参
り

す
る
予
定
で
す
。

自
灯
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法
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